
随意契約に関する事務処理要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市長が、随意契約により契約を締結する事業において、透

明性及び競争性の確保並びに契約事務の効率化及び統一的な事務処理を目的と

し、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

（随意契約に付すべき理由） 

第２条 随意契約をする場合は、随意契約執行概要書（様式第１号）に地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の２

第１項各号に該当する理由を明記し、佐倉市契約事務要綱（平成１３年４月１

日制定。）第３条に規定する執行伺（以下「執行伺」という。）に添付するもの

とする。ただし、建設工事を除く事業であって、設計金額（消費税及び地方消

費税を含む。以下同じ。）が１０万円未満（請負に至らない建物等の修繕にあっ

ては３０万円未満）の事業にあっては、支出負担行為書をもって代えることが

できる。 

（見積徴取者の選定） 

第３条 見積徴取者は、執行する事業の登録部門に係る競争入札参加資格者名簿

又は簡易修繕参加者名簿（以下「資格者名簿等」という。）に登載されている者

から選定するものとする。ただし、簡易修繕参加者名簿に登載されている者か

ら選択する場合は、佐倉市簡易修繕（営繕）等受注参加者資格審査要領（平成

１３年５月１日制定）第２条に規定する修繕工事に限る。 

２ 前項の規定にかかわらず、執行する事業の目的、性質からみて、資格者名簿

等に登載されている者のうち、当該事業を執行できる者が極端に少ない、又は

当該事業を執行できる者がいないと判断できる場合等においては、見積徴取者

を資格者名簿等に登載されていない者から選定することができる。この場合に

おいて、選択した者の経営状況又は信頼性及び事業内容との整合性を勘案し、

適正にこれを選択しなければならない。 

３ 見積徴取者の決定は、見積合せ執行決定書（様式第２号）を添付し、その理

由を付し、市長（佐倉市財務規則（平成元年規則第６号。以下「財務規則」と

いう。）第３条に定める専決者を含む。以下同じ。）の承認を受けなければなら

ない。ただし、建設工事を除く事業であって、設計金額が１０万円未満（請負

に至らない建物等の修繕にあっては３０万円未満）の場合は、支出負担行為書

をもって代えることができるものとする。 

（見積書の徴取） 

第４条 事業担当課長は、見積徴取者から見積書を徴取するときは、見積合せ執

行通知書（様式第３号）により事業内容、事業に関する質問・回答の方法、見

積書の提出日、契約の相手方の決定方法等の見積条件を見積徴取者に対し、的

確に説明しなければならない。 

（契約の相手方の決定） 

第５条 契約の相手方を決定するときは、見積合せ経過調書（様式第４号）に契



約の相手方を決定した理由を付し、市長の承認を得なければならない。ただし、

１人の者から見積書を徴した場合は、契約の相手方の決定理由を付すことを要

さない。 

２ 事業担当課長は、契約の相手方が決定したときは、直ちに、当該相手方にそ

の旨を通知しなければならない。 

（契約の相手方を決定することができない場合の措置） 

第６条 複数の見積徴取者から見積書を徴取し、見積金額により契約の相手方を

決定する場合（以下「見積競争」という。）において、徴取した見積金額がすべ

て予定価格に達しないときは、再度の見積合せをすることができる。この場合

にあっては、あらかじめ、見積合せ執行通知書にその旨を明記していなければ

ならない。 

２ 見積競争において、徴取した見積金額がすべて予定価格に達せず、契約の相

手方を決定することができない場合（前項に規定する再度の見積合せの結果を

含む。）は、次の各号によることができる。 

 （１）すべての見積徴取者のうち、最低の見積金額を提示した者と協議し、予

定価格以下で契約することができる場合は、その者を契約の相手方とする。 

 （２）契約の相手方を不決定とし、再度、見積徴取者を選定し、見積合せを行

う。この場合において、当初の見積徴取者を選定してはならない。 

 （３）設計又は積算等を見直し、新たに随意契約を執行する。この場合にあっ

ては、当初の見積徴取者を選択できる。 

３ 見積競争において、最低の見積金額を提示した者が２者以上あるときは、く

じにより契約の相手方を決定することができる。この場合にあっては、あらか

じめ、見積合せ執行通知書にその旨を明記していなければならない。 

（見積合せの取止め） 

第７条 見積合せを行う場合において、談合等不正行為の情報を受け、佐倉市談

合情報対応委員会により見積合せを執行すべきでないとの判断がされたときは、

当該見積合せを取り止めるものとする。 

２ 見積競争において、見積書の提出をした見積徴取者が１人以下のとき、又は

災害その他特別な事情があるときは、当該見積競争を取り止めることができる。 

３ 第１項の規定により見積合せを取り止めた場合は、再度の随意契約において、

当初の見積徴取者を選定してはならない。 

（合議及び事前協議） 

第８条 次の各号に掲げる契約で随意契約によるものは、契約締結時に契約担当

課長に合議をしなければならない。また、第１号に該当する契約については、

併せて契約担当部長の合議をしなければならない。 

（１）議会の議決を要する事業の契約 

（２）当初契約した方法が、競争入札に付した事業の変更契約 

２ 設計金額が５００万円以上の事業で随意契約によるもの（プロポーザル方式

及び不動産取得の契約を除く。）は、執行伺の前に契約担当課長に随意契約事前



協議書（様式第５号）により事前協議をしなければならない。ただし、災害復

旧等により緊急を要し、協議書による協議を行う暇がない場合は、事業担当課

長は、口頭により契約担当課長と協議するものとし、協議後書面により事務手

続を補完するものとする。 

 （随意契約のガイドライン） 

第９条 随意契約に関するガイドラインは、別に定める。 

（請書による契約の金額等の変更） 

第１０条 財務規則第１４６条第２項の規定により請書を徴した事業で当該請書

の内容変更に伴い契約金額を増額変更しようとする場合の変更後の契約金額は、

当初の事業の種別に応じ、財務規則第１４１条の額を超えてはならない。 

２ 財務規則第１４６条第４項第２号又は第３号の規定にかかる事業で当該事業

の内容変更に伴い契約金額を増額変更しようとする場合の変更後の契約金額は、

１０万円（請負に至らない建物等の修繕にあっては３０万円）以上となっては

ならない。 

（補則） 

第１１条 この要領に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、関係部局と協議

しその都度定めるものとする。 

附 則 

この要領は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１４年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１６年７月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成１７年４月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成１８年４月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年４月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成２４年４月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、令和元年１０月１日より施行する。 

附 則（令和３年３月３０日決裁 佐契第１２０１号） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３０日決裁 佐契第９１４号） 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 



附 則（令和５年３月１０日決裁 佐契第１１０８号） 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日決裁 佐契第１２７３号） 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年６月１１日決裁 佐契第２７６号） 

この要領は、令和６年７月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月３１日決裁 佐契第１２５４号） 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



随意契約に係る一覧表 

事業の種類 
内容金額等の範囲 見積徴取者

数 ※２ 

契約書作成の省

略 ※４ 

 

内   容 設計金額等※１ 

工事又は製造

の請負 

・建設工事 

・製造の請負 

・工事の委託 

・その他工事又は製造の

請負等 

－ ３０万円未満 １者 注文書、 

請書 １号 ２００万円以下 ※３ 

２者以上 ２号 

～ 

９号 

－ 

契約書 

財産の買入れ ・物品の購入（建設資材を

含む。） 

・その他財産の買入等 

－ １０万円未満 １者 見積書 

１号 １５０万円以下 ※３ 

２者以上 

請書 

２号 

～ 

９号 

－ 

契約書 

物件の借入れ ・機器類賃貸借 

・物件のリース及びレン

タル等 

・その他賃貸借等 

－ １０万円未満 １者 見積書※５ 

１号 ８０万円以下 ※３ 

２者以上 

請書 ※５ 

２号 

～ 

９号 

－ 契約書 

その他（財産の

売払い及び物

件 の 貸 付 除

く。） 

・地質調査 

・建築及び土木設計 

・測量 

・補償等の調査関係 

・公園管理 

・保守点検 

・警備及び清掃委託 

・環境調査 

・物品修繕 

・その他役務の提供等 

・その他 

－ １０万円未満 １者 見積書 

１号 １００万円以下 

※３ 

２者以上 

請書 

２号 

 

～ 

 

９号 

－ 契約書 

・請負に至らない建物等

の修繕 
－ 

３０万円未満 １者 見積書 

※１ 号数は、施行令第１６７条の２第１項の各号とする。 

※２ 表示の業者数により難い場合は、財務規則第１４２条第１項各号又は第２項の規定による。 

※３ 原則２者以上とするが、理由がある場合は１者とすることができる。 

※４ 財務規則第１４６条の規定により契約書作成の省略をすることができるものであり、契約

書の作成を妨げるものではない。 

※５ 機器類賃貸借等にあっては、契約書を作成することを原則とする。 


